
参 考
地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業３次募集

「医療・福祉・介護プロジェクト」の概要

地域の具体的提案に基づき設定された医療・福祉・介護に関する課題について、ＩＣＴの利活用を

 

通じてその解決を促進するための取組を委託事業として実施することにより、地域のユビキタスネッ

 

ト化とその成果を踏まえたＩＣＴ利活用の普及促進を図ること。

 

地域の具体的提案に基づき設定された医療・福祉・介護に関する課題について、ＩＣＴの利活用を

 

通じてその解決を促進するための取組を委託事業として実施することにより、地域のユビキタスネッ

 

ト化とその成果を踏まえたＩＣＴ利活用の普及促進を図ること。

地域の抱える医療・福祉・介護に関する諸課題に対処するため、「地域ＩＣＴ利活用モデル」（情報

 

通信システムの企画・設計・開発、継続的運用及びこれらに必要な人材等リソースの調達・配置・

 

関係機関等による連携等ＩＣＴを利活用した課題解決のための一連の取組）の構築・運用を委託す

 

る。委託先は、成果物として①成果報告書、②システム設計書、③成果検証データ等を国に提出し、

 

国はその成果物を広く他の団体に周知・提供することにより、「地域ＩＣＴ利活用モデル」の全国展開

 

を促進する。

 

地域の抱える医療・福祉・介護に関する諸課題に対処するため、「地域ＩＣＴ利活用モデル」（情報

 

通信システムの企画・設計・開発、継続的運用及びこれらに必要な人材等リソースの調達・配置・

 

関係機関等による連携等ＩＣＴを利活用した課題解決のための一連の取組）の構築・運用を委託す

 

る。委託先は、成果物として①成果報告書、②システム設計書、③成果検証データ等を国に提出し、

 

国はその成果物を広く他の団体に周知・提供することにより、「地域ＩＣＴ利活用モデル」の全国展開

 

を促進する。

市町村、特別区、都道府県及びこれらの連

 

携主体※（以下「地方公共団体等」という）

 

※広域連合、一部事務組合を含む

 

市町村、特別区、都道府県及びこれらの連

 

携主体※（以下「地方公共団体等」という）

※広域連合、一部事務組合を含む
１件当たり委託額：１千万円～６千万円
１件当たり委託額：１千万円～６千万円
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⑦ 成 果 物 納 入

① 提 案 公 募

② 提 案 書 提 出

④ 委 託 契 約

⑥ 助 言 等

評 価 会
（ 外 部 有 識 者

 

）

評 価 会
（ 外 部 有 識 者 ）

③ 提 案 評 価

⑧ 成 果 評 価

民間企業
保健所・学校・病院等

公的機関

⑤ 協 議 会 等

市民・ＮＰＯ

プ ロ ジ ェ ク ト ・ リ ー ダ ー

 

プ ロ ジ ェ ク ト ・ リ ー ダ ー

協働による自律的運営

研究機関等

事業の進捗管理等

決定

事 業 実 施 体 制

①総務省は地方公共団体等に対し、公募を実施

②委託を希望する者は、所定の提案書を総務省に提出

③提案書については、外部の有識者等による評価を参考にして、委託先を選定

④選定された者は、総務省との間で委託契約を締結

⑤委託先は、事業の実施・目的の達成に必要な関係者との協力・連携等を円滑に

行うため、地域協議会を設置

⑥委託先は、必要に応じて総務省等の助言を得ながら、事業を実施

⑦委託先は、実施状況、成果等を取りまとめ、中間報告書、最終報告書を提出

⑧提出された報告書等をもとに、外部の有識者等による評価

目 的

内 容

委 託 先 事業規模

事 業 ス キ ー ム



評価のポイント

モデル性の評価

 

※Yes/No評価

 

→Noの場合は不採択

 

モデル性の評価
※Yes/No評価

→Noの場合は不採択

① ＩＣＴを利活用して地域の問題解決を図る取組か？
② 全国展開にふさわしい先進性・汎用性を備えているか？

熟度の評価

 

※点数評価（１００点満点）

 

熟度の評価
※点数評価（１００点満点）

① 自律的運営を可能とする資金計画となっているか？
② 自律的運営を可能とする実施体制となっているか？
③ 適切な達成指標が設定されているか？
④ 既存の政策体系と整合的な内容か？

費用対効果の評価

 

※提案額を基に0.0～1.0の

 

調整係数を算出

 

費用対効果の評価
※提案額を基に0.0～1.0の

調整係数を算出

委託経費の積算は過大なものとなっていないか？

点数×調整係数

で総合点を算出

事 業 評 価 の イ メ ー ジ

項目 小項目 内容

モデル性 ＩＣＴ利活用による問題解決 ＩＣＴを利活用して地域の問題解決を図るものであること。

先進性・汎用性 全国展開にふさわしい先進性・汎用性を備えていること。

計画の熟度 資金計画 委託期間終了後の自律的・継続的運営を可能とするような資金計画

 

となっていること。

実施体制 多様な地域主体の参画が見込まれること。
委託期間終了後の自律的・継続的運営を可能となるような実施体制

 

となっていること。

達成指標 事業の定量的な達成指標が明示されていること。

例）出生率の向上、医療費の節減、住民満足度向上

 

等

政策体系との整合性 計画の内容が地方公共団体等の政策体系と整合したものであること。
特に、当該計画が「頑張る地方応援プログラム」のプロジェクトと

 

して登録されていること、あるいは、当該計画が地域再生法に基づ

 

く「地域再生計画」の認定を受けていること。

費用対効果 既存の施設を有効に活用し、費用対効果の高い計画が策定されていること。

自立的運営のイメージ

自律的運営とは・・・運営主体がサービスの提供や成果等の対価として得る収入（下図の¥）により、事業の

 

支出をまかなうことが可能な状態。

 

自律的運営とは・・・運営主体がサービスの提供や成果等の対価として得る収入（下図の¥）により、事業の

支出をまかなうことが可能な状態。

運営主体運営主体

地方公共団体地方公共団体 住民住民

会員企業等会員企業等

情報提供等会 費

 

広告料

サービス利用

利 用 料 金

行政コスト削減

税 収 増

負 担 金

行政のアウトカム

（アウトカムに相当する程度）

¥

¥

行政サービスの向上

¥



委託先の地方公共団体等は、事業実施期間中及び実施後において、総務省に対し以下の報告

 

を行うことが求められる。

 

委託先の地方公共団体等は、事業実施期間中及び実施後において、総務省に対し以下の報告

 

を行うことが求められる。

委託団体先の主な責務

１

 

事業企画書に沿った委託事業の遂行１

 

事業企画書に沿った委託事業の遂行

２

 

成果報告書、実績報告書の提出２

 

成果報告書、実績報告書の提出

３

 

普及展開事業（※）への積極的参加

 

※事業成果の普及展開のためのセミナー、シンポジウム、合宿等を想定

 

３

 

普及展開事業（※）への積極的参加

 

※事業成果の普及展開のためのセミナー、シンポジウム、合宿等を想定

４

 

委託期間終了後の事業の継続的運営及び事後報告書の提出４

 

委託期間終了後の事業の継続的運営及び事後報告書の提出

委 託 経 費 に つ い て

ネットワークインフラ等の基盤整備に該当する経費については、原則として委託経費の対象外で

 

ある。ただし、目的を達成するために必要な機器類については委託経費の対象とする。なお、機器

 

類については、原則リース又はレンタルによるものとする。

 

ネットワークインフラ等の基盤整備に該当する経費については、原則として委託経費の対象外で

 

ある。ただし、目的を達成するために必要な機器類については委託経費の対象とする。なお、機器

 

類については、原則リース又はレンタルによるものとする。

考 え 方

Ⅰ

 

設備備品費

１

 

情報通信システム関係経費

２

 

機器類リース・レンタル費

３

 

機器類購入費

４

 

保守費

５

 

設置工事費

Ⅱ

 

協議会等運営経費

１

 

委員等謝金

２

 

委員等旅費

３

 

会議室借上費

４

 

会議費

５

 

資料作成費

Ⅲ

 

その他経費

１

 

消耗品費・備品費

２

 

通信運搬費

３

 

調査費

４

 

報告書作成費

５

 

ソフトウェア使用料

６

 

その他特別費

経費の内容

※

 

経費については、原則として年度末に精算払い

成 果 報 告 に つ い て

委託先の地方公共団体等においては、事業実施後当面の間、構築したモデルの運用を行い、提

 

案書に記載された目標に照らして事業評価を実施し、その結果を総務省に報告する。

 

委託先の地方公共団体等においては、事業実施後当面の間、構築したモデルの運用を行い、提

 

案書に記載された目標に照らして事業評価を実施し、その結果を総務省に報告する。

考 え 方

事業完了後、委託を受けた年度の３月末日までに、以下の成果物を総務省に提出する。
①

 

成果報告書：取組経緯、目標の達成状況、情報通信システムの機能及び改修の必要性、
収支報告、運営体制の整備状況

 

等
②

 

情報通信システム設計書：基本設計及び詳細設計
③

 

成果検証データ：システム運用データ等

事業完了後、委託を受けた年度の３月末日までに、以下の成果物を総務省に提出する。
①

 

成果報告書：取組経緯、目標の達成状況、情報通信システムの機能及び改修の必要性、
収支報告、運営体制の整備状況

 

等
②

 

情報通信システム設計書：基本設計及び詳細設計
③

 

成果検証データ：システム運用データ等

成果報告

事後報告



平 成 １ ９ 年 度 委 託 先 一 覧

管区 市区町村（都道府県）
委託内容

（主なテーマ）

北海道 美唄市（北海道） 一次産業

東北 弘前市（青森県） 防災・防犯

遠野市（岩手県） 福祉

南相馬市（福島県） 福祉

関東 市川市（千葉県） 防災・防犯

世田谷区（東京都） コミュニティ

三鷹市（東京都） コミュニティ

厚木市（神奈川県） コミュニティ

中央市（山梨県） 観光・交流

信越 上越市（新潟県） 福祉

松本市（長野県） 観光・交流

北陸 南砺市（富山県） 中小企業

金沢市（石川県） コミュニティ

東海 岐阜市（岐阜県） 防災・防犯

磐田市（静岡県） 防災・防犯

津市（三重県） 福祉

近畿 京丹後市（京都府） 一次産業

神戸市（兵庫県） 観光・交流

那智勝浦町(和歌山県) 福祉

中国 海士町（島根県）・宮

 

津市（京都府）の連携
観光・交流

岡山市（岡山県） 防災・防犯

安芸太田町（広島県） コミュニティ

四国 神山町（徳島県） 観光・交流

松山市（愛媛県） コミュニティ

津野町（高知県） 福祉

九州 添田町（福岡県） 福祉

天草市（熊本県） 中小企業

奄美市（鹿児島県） 観光・交流

沖縄 伊江村（沖縄県） 観光・交流

平成２０年度委託先一覧（継続事業）

管区 市区町村（都道府県）
委託内容

（主なテーマ）

北海道 美唄市（北海道） 一次産業

東北 弘前市（青森県） 防災・防犯

遠野市（岩手県） 福祉

南相馬市（福島県） 福祉

関東 市川市（千葉県） 防災・防犯

三鷹市（東京都） コミュニティ

中央市（山梨県） 観光・交流

信越 松本市（長野県） 観光・交流

北陸 南砺市（富山県） 中小企業

金沢市（石川県） コミュニティ

東海 岐阜市（岐阜県） 防災・防犯

磐田市（静岡県） 防災・防犯

津市（三重県） 福祉

近畿 京丹後市（京都府） 一次産業

神戸市（兵庫県） 観光・交流

那智勝浦町(和歌山県) 福祉

中国 海士町（島根県）・宮

 

津市（京都府）の連携
観光・交流

岡山市（岡山県） 防災・防犯

安芸太田町（広島県） コミュニティ

四国 松山市（愛媛県） コミュニティ

津野町（高知県） 福祉

九州 添田町（福岡県） 福祉

天草市（熊本県） 中小企業

奄美市（鹿児島県） 観光・交流

沖縄 伊江村（沖縄県） 観光・交流



＜２次採択事業＞

管区 市区町村（都道府県）
委託内容

（主なテーマ）

東北 青森市（青森県） 環境

遠野市（岩手県） 遠隔医療

関東 那須烏山市（栃木県） 福祉

鶴ヶ島市（埼玉県） コミュニティ

信越 木曽広域連合(長野県)
(

 

木曽町、上松町、南

 

木曽町、木祖村、王滝

 

村、大桑村）

コミュニティ

三条市（新潟県） 中小企業

松本市（長野県） 遠隔医療

北陸 南砺市（富山県） 遠隔医療

東海 東白川村（岐阜県） 一次産業

近畿 京都市（京都府） 中小企業

中国 奥出雲町（島根県） 福祉

新見市（岡山県） 遠隔医療

四国 香川県 遠隔医療

九州 壱岐市（長崎県） 一次産業

熊本県 観光・交流

阿蘇市（熊本県） 環境

管区 市区町村（都道府県）
委託内容

（主なテーマ）

北海道 北海道 遠隔医療

函館市（北海道） 遠隔医療

岩見沢市（北海道） 医療・福祉・介護

北陸 穴水町（石川県） 遠隔医療

中国 島根県 遠隔医療

九州 大野城市（福岡県） 医療・福祉・介護

佐賀県 遠隔医療

豊後高田市（大分県） 医療・福祉・介護

伊仙町（鹿児島県） 医療・福祉・介護

＜新規事業＞

平成２０年度委託先一覧（新規事業）
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